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企画経済委員会記録 
 

○開催日時 

平成２９年１０月１６日 午後１時２８分～午後３時２５分 

───────────────────────────────────────── 

○開催場所 

第２委員会室 

───────────────────────────────────────── 

○出席委員（６人） 

   委 員 長  下 園 政 喜 

   副委員長  落 口 久 光 

   委  員  川 畑 善 照 

 委  員  石野田   浩 

 委  員  今塩屋 裕 一 

 委  員  中 島 由美子 

───────────────────────────────────────── 

○その他の議員 

   議  員  上 野 一 誠 

   議  員  大田黒   博 

   議  員  永 山 伸 一 

   議  員  井 上 勝 博 

   議  員  宮 里 兼 実 

   議  員  徳 永 武 次 

 議  員  持 原 秀 行 

 議  員  成 川 幸太郎 

 議  員  帯 田 裕 達 

 議  員  橋 口   芳 

 議  員  松 澤   力 

 議  員  坂 口 健 太 

───────────────────────────────────────── 

○説明のための出席者 

   副 市 長  永 田 一 廣 

   ─────────────────────── 

   商 工 観 光 部 長  古 川 英 利 

 施 設 室 長  園 田 克 朗 

 観光・スポーツ対策監   坂 元 安 夫 

 観光・シティセールス課長  有 馬 眞二郎 

───────────────────────────────────────── 

○事務局職員 

   事 務 局 長  田 上 正 洋      課 長 代 理  瀬戸口 健 一 

   議 事 調 査 課 長  砂 岳 隆 一      主幹兼議事グループ長  久 米 道 秋 

───────────────────────────────────────── 

○審査事件等 

 議案第１３２号 平成２９年度薩摩川内市一般会計補正予算 

───────────────────────────────────────── 
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△開  会 

○委員長（下園政喜）ただいまから企画経済委

員会を開会いたします。 

 本日の委員会は、お手元に配付の審査日程によ

り審査を進めたいと思いますが、御異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）異議なしと認めます。 

 よって、お手元に配付の審査日程により審査を

進めます。 

 ここで、傍聴の取り扱いについて申し上げます。 

 現在のところ傍聴の申し出はありませんが、会

議の途中で傍聴の申し出がある場合は委員長にお

いて随時許可します。 

────────────── 

△閉会中の継続審査の申し出の撤回 

○委員長（下園政喜）それでは、議案第１３２

号平成２９年度薩摩川内市一般会計補正予算の審

査に入る前に、お諮りいたします。 

 本案については、慎重に審査をする必要がある

ため、９月２８日の委員会において、閉会中の継

続審査とすることを決定し、この旨を議長に申し

出ておりますが、その後、会期が１０月２３日ま

で延長となりましたので、さきの継続審査の申し

出を撤回したいと思います。 

 ついては、そのように取り扱うことで御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）異議なしと認めます。 

 よって、そのように取り扱うことで決定いたし

ました。 

────────────── 

△議案第１３２号 平成２９年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（下園政喜）それでは、議案第１３２

号平成２９年度薩摩川内市一般会計補正予算を議

題といたします。 

 まず本案に関して、当局からの追加説明があり

ましたらお願いします。 

○商工観光部長（古川英利）先週、現地調査、

意見交換をしていただき、本当にありがとうござ

いました。 

 あの後、若い事業者が集まって甑島館のスタッ

フも交えて勉強会も開催されたというふうに聞い

ております。地元のほうもだんだんと固まってき

ているようでございますが、私どももこれまで以

上に地元の融和と、それから企業間の連携に関し

て精いっぱい支援してまいりたいと思っておりま

す。よろしく御審査を賜りますようお願い申し上

げます。 

○委員長（下園政喜）ただ今、述べられました

とおりでございます。 

 それでは、先週の現地視察も踏まえ、質疑を行

っていきます。御質疑願います。 

○委員（川畑善照）前の委員会で採決は言った

んですけれども、現地調査をするということで行

ってまいりました。 

 あの中で出た意見で、建設関係の方の意見、そ

れから漁協関係の意見がありましたが、先ほど部

長は、若手青年の方々の話し合いがあると言いま

すけれども、雇用を含めてその三つ、取引の納入

の問題とか、市との建設関係で補塡というか前も

ってされたあのことは、うまく了解がとれている

んですか。そういうところを含めて３点、今、言

いましたけれども。 

○商工観光部長（古川英利）まず３点目の前の

指定管理者の方が１億円に近い市の整備をしたよ

ということに対しまして、そういう認識はないと

いうことでした。内訳を見せてほしいということ

でしたので、あの会が終わってから実はリストを

見ていただきました。 

 まとめて１億円という大きなお金なんですけれ

ども、やっぱり１年当たりにすると１,０００万円

ぐらいということで、多少の波はあるんですが、

そこは御理解いただいたというふうに考えており

ます。 

 それから、漁協の関係の御発言につきましては、

８月のアイ・ビー・キャピタルの社長さんが現場

に入られたときの発言内容についてのちょっと感

情的な受け取り方もあったかと思います。組合長

はああいうふうに言われたんですけれども、実務

的には魚が入ってきた分については連絡があって、

実際に発注したりというつながりというのは、だ

んだん太くなってきていた状況ではありますので、

そこは実務的なつながりは、まだ太くする必要が

あるということと、もう一つは、感情的な部分に

ついては、やはり地域の取引であるとか雇用体制

とかでつながりをつくる中で改善していくしか簡

単にはなかなか改善しないのかなというふうには

思っているところです。 
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 １点目の雇用につきましては、きのう、若い経

営者が集まっていろいろ勉強会をしたというふう

に聞いていますけれども、雇用関係、それから空

き家の改修住宅、やはり島内での雇用調整という

のは難しいので、Ｕターン者なんかをもっと活用

するように、みんなで島を挙げて運動をしないと

いけないんじゃないかというような話があったと

いうふうに、今朝、報告を受けたんですけれども、

そういった動きが今から出てき始めているので、

そこは市としても支援できるところは支援して、

あるいは郷土会へのアプローチについては、我々

としてもできることをやっていきたいというふう

には考えているところです。 

○委員（川畑善照）一つは、雇用の問題を自分

の配偶者が解雇されたということで不満を持って

いらっしゃった。そういうことやらあったんです

けれども、そのことが今後の尾を引かないかとい

うことが一つの問題。 

 それから、漁協とあるいは地元産品が、私ども

がとまったところも酒のさかなが出たわけですけ

れども、地元のもんを出して、そしてホテルのコ

ストが上がるか、結局、漁協が外に出したほうが

高いからそっちに出て、観光客に出されるものは

そういう品物しか出せないというホテルの単価、

そこが漁協の品物を仕入れた場合に単価が上がる

とか、そういうところの心配も需要・供給のこと

もありますので、そういうところはどのようにお

考えかということと、今後この件がもし可決した

場合に、どうしても今後、絶対に要求しませんと

言われますけれども、それが要求しないだけじゃ

なくて、やはり途中で雇用と、やはり何て言うの

かな運営上の老朽化の問題がまだまだ出てくると

思うんです。その場合に市が補塡できないから、

また取りやめますとなると、もう大変な同じ１億

円投じた場合でも、後が心配されるんですね。更

地にして戻せとなっていれば。 

 そういうところの解決方法というのは、もうそ

れしかないのかなという気がするんですね。方法

論としては、契約ですから、ほかに方法はないの

かなと思うんですが、１０年間の途中で、あと５

年ばかりきたときは、もう更地にしますといえば、

１億円投資したことが何にもならんことになりま

すよね。そういうところはどうお考えでしょうか。 

○商工観光部長（古川英利）私のほうからは、

漁協の関係と途中撤退の今後の契約の話をさせて

いただきたいと思います。 

 まず、漁協さんの関係は、漁協の話とは別に漁

師さんとも直接やりとりをされている部分があり

ます。これが漁協としてなのかどうかはわかって

おりませんが、いずれにしてもお客様が一番望む

形、甑島に来たので甑島の魚を食べたいというの

を覆す部分は、本当はなかなかないんじゃないか

と思っておりますので、できるだけ地元調達をす

るようにというのは、私どもが言ったからするん

じゃなくて、やはり宿泊業者の方々それぞれが、

そこら辺をわきまえられる必要があると思います

ので、そういうお客様の声を確実に我々も伝えな

がら、島の宿泊施設全体のやっぱり課題だという

ようなことで、共有するようにしていきたいと思

っております。 

 それから、今後の仮に可決された場合の当初の

契約の、やっぱりこれを続けられるかどうかとい

うのは、これは当然続けてもらうのが大前提でご

ざいますので、今回の取り組み自体は当初の予定

どおり１０年間、ホテルをしていただくという約

束のもとでやっておりますので、もしこれが撤退

となれば、民法上の取り扱いでそのような対応を

しないといけないと思っておりますが、御本人と

いいますかアイ・ビー・キャピタル社としては続

けたいとおっしゃっておられますので、常にそう

いう確認はしていきたいと思っております。 

 補助金については、対策監のほうから回答しま

す。 

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫）補助金

の申請に当たりましては、当然まず要領を作成す

る必要がありますので、要領の中できちっとうた

っていきたいと思っております。 

 これまでも御意見いただいておりますように、

確約の部分について、申請書類の中できっちりと

そういう確約の添付書類等の明確に記載をしまし

て手続を進めたいというふうに思っておりますの

で、その中で対応していきたいと思っております。 

○委員（石野田 浩）現地に行って視察をさせ

てもらって、いろいろお話を聞かせてもらいまし

た。賛成派、反対派というか、いろんな意見が出

ましたので、それぞれにお聞かせをいただいてき

たんですけれども、ただ、最終的に言えることは、

あの施設は甑島にはなくてはならないものだと。

それは推進される方も、甑島館を反対していらっ

しゃる方も、その存在価値は絶対なんだという話
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をされました。 

 それであれば、やっぱり我々も、ただ私も当日

言いましたけれども、最初の話し合いでボタンの

かけ違いか何かあって、いろいろ意見が錯誤して、

誤解を招くようなこともあったんだろうと思いま

すけれども、やっぱりみんながそうやって望んで

いることなら、キャピタル社の社長もおっしゃっ

ていました。やっぱり地元の人たちが、自分たち

がやっているホテルなんだという意識を持っても

らうぐらいの気持ちが欲しいと。 

 今、途中、川畑委員が言われたように、頓挫す

ることがあるんじゃないかという話でしたけれど

も、その辺はやっぱり我々もこの間ここでも社長

から聞きましたけれども、大きいことを言うわけ

じゃないけれども、そういう資金がないわけじゃ

ないと。ただ、言われたから出しますと出すよう

じゃ社長業は務まりませんよと。 

 だから、あそこが必要だというのは当局もわか

っているわけです。だから議会も理解してもらっ

て、地元の人も必要だというふうになってもらっ

て、みんなが協力してやっていくんだったらお金

はありますよと言われたんだから、それを信じる

しかないんですよね。 

 それで今後いろんなそういう、工事をしなきゃ

いけないようなことが仮に出てきたとしても、そ

れはもう向こうの企業さんの度量で、できるとい

うふうに私は感じました。だから、やっぱりみん

なで盛り立てていって、やっぱりつくっていって

ちゃんとしなきゃいけないのかなというふうに私

は思います。 

 ただ、やっぱりこの補正予算そのもののあり方

については、ちょっと整合性がとれない部分もあ

るんじゃないかというふうに思いますので、その

辺やっぱりちょっと附帯決議でもつけて、そして

当局もそれを良とし、議会もそれだけのことだか

らということで、島の人にも言われました。島の

人が賛成したで議会の人がしたんだということが

ないようにという話でした。 

 私も最終的に言いましたけれども、それは皆さ

んの意見を聞きながら、各委員が自己責任におい

て判断しますよという話を、私はしたんですけれ

ども、議員の中からも反対のような意見も出ませ

んでしたので、皆さんそういう気持ちでいてくれ

るんじゃないかなと思っていますので、その辺で

だんだん決をとっていけるんじゃないかなと思う

んですけれども、いかがでしょうか。 

○委員（落口久光）まず、根本的にというか、

ちょっと確認したいんですけど、今回、仮に補助

を行うとなった場合で、恐らくいろんな細々した

ことを含めて、いろんな取り決めをまた交わされ

ると思うんですよね。 

 その場合に、その内容については、我々議員の

ほうにもちゃんと情報開示で御説明していただけ

るんですか。再契約なのかちょっとその中身がわ

からないですけど。 

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫）今回の

補助金の中身については、先ほど申し上げました

ように、要領の中で定めてまいりますので、その

中で情報提供できる部分については、その書類を

もって提供できるというふうに考えております。 

 ただ、個人情報そのものに触れない部分という

のは、当然御理解のとおりでありますので。 

○委員長（下園政喜）契約約款については、事

前には見せない。 

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫）要領案

を今、作成して、ほぼ案として固まってはきてお

るんですけれども、それについては庁内の手続が

必要でありまして、告示も必要でありますので、

その手続の段階においてお知らせするというのは

可能であります。 

○委員（落口久光）では、ちょっと次のまたこ

れも基本的な話なのかもしれないですけど、今は

視察に行って、私も島の方が、ほぼホテルは必要

だという御意見というのは認識しているんですが、

仮に、契約あと８年ですよね、まず１０年という

内容から見たときに。１０年後、更地にするとか、

もしくは土地は３０年ということがあるので、次

ちょっとまたホテルを壊して何か別のものをつく

るとかいうような話になった場合には、これって

契約的にどうなるんですか。それはもう向こうさ

んの主導で自由にしていただくようになるのかど

うかというのを、まず教えてください。 

○商工観光部長（古川英利）契約上はそれが可

能です。アイ・ビー・キャピタル社が、例えば宿

泊業のほかにアパートを建てたいとか、そういっ

たことについては可能なようになっておりますが、

事前に地主としての協議ができるようにはなって

おります。 

○委員（落口久光）逆に、ホテルじゃなくて、

もう飲食の建屋にしたいというふうにして、建て
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かえたいという話があった場合はどうなんですか。 

○商工観光部長（古川英利）それも可能になっ

ております。（後刻訂正発言あり、８ページ参

照） 

○委員（落口久光）そもそも島の方は、ホテル

として必要だという話になっていますよね、です

よね。だから、そこをいった場合で、その契約で

本当にええのというのが、すごく気になるんです

けど。我々もそこでいろいろともめているわけで

すよ、議論を重ねたりとか。島にとって一番いい

方法とは何ぞやというのが大前提にないといけな

いので、だから今の回答であると、結局島にとっ

ては先々はよくない方向に行くのかなと。 

 もちろんアイ・ビー・キャピタルさんがやらな

いという保証もないし、逆にやるという保証もな

いわけなので、それに対して「いや、契約上はそ

うされても、もうそっちのほうが無理をせんなん

ですわ」というのは、ちょっとどうかなと思うん

ですが。 

○商工観光部長（古川英利）この前、出てきた

方々のうち、そこまで真剣に考えていらっしゃる

方が全然いないわけじゃなくて、特に若い経営者

は、１０年たったからホテルをやめるんじゃなく

て続けてもらうように、やっぱり現実対応してい

かないといけないという意味で、今、委員御指摘

のようにならないようにしたいということで、今、

一生懸命考えられて、アイ・ビー・キャピタル社

も巻き込んで勉強会などもやり始められたところ

です。 

 契約は一旦結んでおりますので、これを変更す

る考えは現時点ではございません。 

○委員（落口久光）ちょっとここはすごく気に

なるので、できることならちゃんと今の土地と建

物の契約書にある、ちょっとふにゃふにゃした整

合性がとれないような部分ではなくて、きちっと

どこから見ても、そういうのができないように、

もしくはちゃんと責任を持って、継続なりなんな

りできるようなやり方でしていただくようにしな

いと、多分、後々で結局この議案の内容自体が、

やっぱりせんけりゃよかったという話になると思

うので、結果はどうなるかわからないですけどね。

ちょっとそこをお願いしたいと思います。 

 あと、少し川畑委員の言われたのとちょっと重

複するかもしれないんですが、さきの委員会の中

で、いわゆる地域の業者とかの取引がほとんどな

いんじゃないですかという質問をしたときに、２

３の事業者と取引をしていますということで、そ

のときに「具体的に金額は幾らぐらい取引がある

んですか」と聞いたときに、答えられないという

ことだったんですが、この前、現地の意見交換会

の中では、漁協としての回答では６０万円ぐらい

しかなかったという回答でしたね。 

 恐らく、２３の事業の中の一つだと思うんです

よね。私が素人的に考えると、甑島の中で一番取

引がないといけないのが、やっぱり漁協関係だと

思うんですよ。じゃないかなと思うので、そこが

６０万円ぐらいだったら、全体は知れてるんじゃ

ないのかという気がするんですけど、正確じゃな

くてもいいんですけど、実際どのぐらいやりとり

をされているのか教えていただけないですか。 

○商工観光部長（古川英利）総額は済みません、

わかっておりません。 

○委員（落口久光）やっぱりこれって、幾ら補

助であっても投資だと思うんですよね。観光を振

興しようという意味での投資になるわけですよ。

投資に対してどれだけ効果があるのかというのは、

把握せんでよくできるなって本当に思うんですけ

ど、正確じゃなくてもいいですよ、どのぐらいあ

るんだとか、このぐらい見込めるであったりとか。 

○施設室長（園田克朗）申しわけございません、

総額はちょっと押さえてなかったものですから、

聞き取りの結果によりますと、重油・ガソリン関

係、その関係が月に８０万円から１００万円、そ

れから、雑貨、食材、日本酒、魚、あとお土産、

あとそのほかお土産の店舗が７店舗が月に１０万

円から１５万円ぐらい、今８店舗でして、あと１

５店舗ほどがそれ以下の額で毎月取引があるとい

うようなことでは聞いている状況でございます。 

 申しわけございません。総額としての額は押さ

えれてなかったです。 

○委員（落口久光）月額ですか、今のは全てが。 

 ちょっと大目に見てどうでしょうね、１００万

円から１１０万円ぐらいかなという気はしますの

で、ざっと計算して、しやすいように１００万円

としたときには１,２００万円、１０年で１億２,

０００万円ということなので、それで本当にとい

うこともあったりもしますから、どういうふうな

振興策を今から打って出るかとかいうのがすごく

大事なんですよね。 

 投資するからには、やっぱりそっちに対しては
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実を出してもらわないけないわけで、それで、こ

の前もちょっと言いましたけど、それでまた市の

ほうでお金が回ることになることによって、いろ

んなところに、本土側の施設も含めていろんな補

助をするとか、観光振興をもっともっとやって、

まちが活気であふれるようにするとかいうのを、

大義としてやらないといかんような気がするんで

すよね。 

 だから、本来であれば、ばしっと数字は持って

おくべきだと思うんですよ。一般の企業は絶対そ

うじゃないと、こういうのは社長は決裁しないで

すからね。その感覚で本当にやる事業がうまくい

くのかというのが、すごく疑問ではあります。前

回同様、そこの部分についてはよく見ていただき

たいなと思います。 

 あと、多分これは私の最後の質問になると思う

んですけど、意見交換会でお昼の部はもう、ほぼ

１００％賛成、どうにかしてほしいという意見で

あって、ちょっと我々も拍子抜けのところがあっ

たんですけど、夕方の部でいろんな御意見があり、

一部、昼の部に出ていらっしゃった方の意見の中

で、前提条件が変わったら、やっぱりちょっと、

いわゆる前提条件というのが多分、更地返還の件

なんですよね。 

 更地返還と言われるのでホテルはないといかん

というような言い方をされていて、いろいろとそ

の後からも少し話も伺ったりしたんですけど、中

にはもう今の体制のままでという方々もいらっし

ゃるかもしれないんですけど、大半の総意のほう

では、ホテルはあったほうがいいんだ。なんだけ

ど、ちょっとこう言うたら語弊がありますけど、

やっぱり事業者さんはちょっとどうにかしてほし

いという意見がベースにあって、だけど更地返還

と言われるから、我々はこの件に対しては賛成し

てもらわないと、もうどうしようもないというの

が総意だと私は受け取りました。 

 そういう御意見があるというのは、恐らく皆さ

んのほうが向こうに行って聞き取りをしたりとか

打ち合わせをしたりとかの中であったと思うんで

すけど、そういう御意見がある中で、確かに契約

の中では建屋の契約で原状復帰というのもあるけ

ど、土地のほうが優先で、土地の内容からいけば

更地返還だから更地返還なんだというのを前提に

して話を進められているんですけど、でも島民の

方の意見はちょっと違う。その中にあって、やっ

ぱり当局としても、行政側としても、その意見を

ある程度尊重しようという動きにならなかったの

は何でかなというのがすごくあるんですよ。 

 まずは民意、地元の意見、そういうのがやっぱ

り優先されるべきだと思うので、それに対して判

断に至った考え方だったりとかいうのを、ちょっ

と市長がいらっしゃらないんですけど、副市長が

お答えできるんであれば、ちょっと教えていただ

きたいと思うんですが。 

○副市長（永田一廣）ちょっと難しい質問だっ

たようで、直接的に回答できるかわかりませんけ

れども。今回この議案を通じまして、私どもも改

めて甑島館のあり方、あるいは甑島館に地元関係

者が寄せる思いというのを認識して、また課題も

把握して、しっかりとした対応が必要だなと思っ

たところでございます。 

 さきの総務文教委員会でしたか、この施設のあ

り方について、財産仕分けといいますか、そこら

についてのしっかりした整理が不十分だったんじ

ゃないかという御指摘もいただきましたけれども、

当時の議論として、甑島館については、種々の観

点から民間譲渡という方向で進め、平成２７年６

月議会の議決をいただきながら、現在に至ってき

ております。 

 その方向で進めてきたわけですけれども、これ

まで説明のとおり、２年間経過する中で、新たな

支援策が制度として必要だということで、今回、

議案を上げております。こうした形で今後進めて

いきたいと思っております。 

 それで、落口委員のおっしゃるのは契約上の問

題、土地の問題、建物の更地返還、そういったと

ころにそごが、あるいは今後の甑島館、宿泊施設

のあり方について、しっかりした軸、柱がまだ固

まってないのかという御指摘だと思います。そこ

をしっかりせえということですが、私どもとして

今お答えできるのは、過去に契約しました二つの

契約、そして今後、可決をいただいた中で進める

この補助金の執行をしっかりやっていく。これに

尽きるといいますか、ないかと思っています。 

 １０年後、８年後に、後どうなってもいいんだ

というような、そういう考えはしておりませんけ

れども、１０年後に甑島館をどうするこうすると

いった、そこら辺まで踏み込んだ方向性というの

は、現在まだ整理ができていないということで御

理解いただきたいと思います。 
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 いずれにせよ、１０年間はしっかり宿泊施設と

して、市としても支援をしていきたいという思い

でございます。 

○委員（今塩屋裕一）昼と夜の部と意見交換さ

せてもらって、現地に行かせてもらいまして、い

ろんな意見を聞かせてもらいました。 

 その中で、やっぱり島民の方は本当に大切な施

設と言われていまして、上野議員からも出たよう

に、そうやって直営でこれを今後、例えば１０年

絶対してもらわないといけないというのも、やっ

ぱりあるんですけど、それで意見を酌みながら、

直営、途中で契約変更になって市が入り込むとか、

そういったのは今後考えることはできないのか。 

 それかもしくは、例えば漁業組合の会長さんが

言われて６０万円という数字もしっかり提示とい

うか出してもらったのもあるんですけど、中には、

はっきり聞けば、漁業の方々の特別な船を持って

いる方なんかとも個人的な取引もしていて、そう

いうのも聞かせてもらいました。 

 そして、意見交換の中で、「こういった野菜も

あるんですよ」と言っても、なかなか社長に承認

というか、それをもらうのにやっぱり１カ月ぐら

い期間もあるし、それはもう漁業組合の方も同じ

意見を言っていまして、やっぱりそういった意味

で島民との亀裂というか、あったんじゃないかな

と私も個人的に思ったんですけど、そういった解

消。 

 そして現地を視察する中で、建設業の方は来て

いらっしゃいましたよね。何社か来てらっしゃっ

たんですけど、そういった方、私が見る感じ、甑

島館を見れば、本当に１億５,０００万円、２億円

で足りるんだろうかと。今後また雨漏りだったり

老朽化、爆裂等も浮き出ているところも見ました

し、そういった意味で、例えば地元の業者がどこ

まで、アイ・ビー・キャピタル社との絡みという

か、うまく今後１０年間やっていけるという確約

というのは、今の時点で何かとれているのがあれ

ば聞かせてもらいたいと思います。 

 それと、その２３社、業者の方々のしっかりそ

ういった絡みというか、今後の解消、残してもら

いたいという島民の方の声は本当に聞かせてもら

いました。そういった中、島民の方々、先ほど古

川部長のほうが、若い方々との意見というのもあ

ったということも聞きましたし、１５日には、そ

ういった意味で庵地さんのほうがいろいろ言って

らっしゃったのもあったんですけど、まだ何かそ

ういった中身で、若い方がどこまでこうやって、

せっかく企業が来たんだから、地元とうまくやる

という意見が聞かせてもらえるのがあったら、こ

の場でちょっと聞かせてもらえればなと思うんで

すけど。 

○商工観光部長（古川英利）これからうまくい

く確約があるのかということにつきましては、ア

イ・ビー・キャピタル社の社長がここに来られて、

できるだけ地域経済というところで役割を果たし

ながら頑張っていきたいと、そういう趣旨を言わ

れたので、今はその環境を、その思いを続けても

らうように地元が一体となって、協調融和でやっ

ていくしかないんじゃないかと思っております。 

 なかなかあの会場でも現実対応すべきだという

意見と、やっぱり感情的な意見とぶつかっていま

したけれども、私どもとしましては、あの土地を

３０年間預けたので、できるだけ地域にとって有

意義な使い方をしてもらいたいということで、若

い方が中心になってやろうとしているのを、やっ

ぱり応援していくしかないのかなと思っておりま

す。 

 ただ、補助金で私どもが今回、施設の改修をし

たからといって、例えば宿泊料の話、それから地

元との取引、どれだけ拘束できるかというと、こ

れは民間の責任というところがありますので、そ

こは協力を求めるというスタンスしかないと思い

ます。 

 でも、協力を行政としては求めるんですが、地

元の方が味方になってもらわないと本末転倒だと

思いますので、そういう危機感も地元とは十分共

有して、アイ・ビー・キャピタル社にも十分そう

いうのは申し入れていきたいと思っているところ

です。 

 なかなか書面に書いて契約以上のことの約束は、

さっき言いました補助金申請のときしかないと思

っておりますので、そこが大きい勝負だと思って

おりますので、また御理解いただければと思いま

す。 

○委員（川畑善照）地元食材を仕入れるという

のは、よくわかるんですよね。だけど今、チェー

ン店でＮ商会とかＹ商会とか、あるいはいろんな

食品問屋なんかもあるんですね。こうなると、豆

腐とかカット野菜とかが入ってくると思うんです

よ。これは企業努力だから地元産品は特徴のある
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ものを仕入れるけれども、そこの兼ね合いという

のが、結局コストが高いからホテルの料金が上が

るということにならんのかなというのを心配する

というのが一つあります。 

 ですから、甑島に行ったからよかったという、

そのおもてなしと食事、これが了解を得られたら、

今度はホテルとしては企業努力が必要なんですよ。

これは当然ですよね。ですから、そういうチェー

ン店やら食品問屋から仕入れることも出てくると

思いますよ。そこの兼ね合いをうまくしとかんと、

トラブルはいつまでも尾を引きますよ。これはも

う絶対、企業努力と地域の品物のすみ分けをちゃ

んとしとかんと。でないと何もかも地元というの

は難しい面も出てくるんじゃないかなと、コスト

に影響してくるんじゃないかなという、これはむ

しろ商業者としての考えですね。そこをうまく持

っていかれるか。 

○商工観光部長（古川英利）委員おっしゃると

おりだと思います。２３社の取引内容を、私ども

が詳しく聞けなかったのも、向こうにはそういう

選択権もありますので、アイ・ビー・キャピタル

社には当然それ以上は聞いておりませんが、傾向

的には地域の事業者を使わないといけないという

のは十分認識されていますので、そこは原価の部

分をちゃんと見ながら、原価コスト比率をちゃん

と見ながらしていただけるんじゃないかと思いま

す。 

 さっき触れましたように、いずれにしてもお客

様が甑島に来て、甑島の食材を紹介してもらわな

いと、お客様のリピーターにもつながらないとい

うのは十分認識されているというふうに思ってお

りますので、そこはまた手を抜かないようにとい

いますか、甑島の宿全体の問題も一緒だと思って

おりますので、そこはみんな関係者で共有してい

きたいというふうには考えております。 

○委員長（下園政喜）ほかにありませんか。 

 それでは、先ほど附帯決議をつけてという意見

もありました。その意見も含めて、ここで休憩し

て別室で審査したいと思います。 

 再開はおおむね３０分後とします。 

          ～～～～～～～～～     

          午後２時 ５分休憩 

          ～～～～～～～～～ 

          午後２時３５分開議 

          ～～～～～～～～～     

○委員長（下園政喜）休憩前に続き会議を開き

ます。 

 質疑を願います。 

○商工観光部長（古川英利）先ほど私の答弁の

中で、ちょっと誤解を招く発言がありましたので

訂正をさせてください。 

 私が飲食店に変わった場合の話をしたときに、

ホテルを飲食店に変えた場合の話をしました。ホ

テルを飲食店にではなくて、ホテルに加えて飲食

店とか貸し家とか貸し室、そういったものを容認

するという言い方で、宿泊施設をやめてそういう

形態に変えるのは想定しておりません。今の契約

では、あくまで１０年間は今の建物で、最終的な

土地の契約では３０年間、宿泊施設はしてもらう

ように考えているところです。（５ページの発言

の訂正） 

○委員長（下園政喜）ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

○議員（成川幸太郎）甑島に行って、甑島館を

残してほしいという意見は今、委員の方も言われ

たとおりだったんですが、あと聞いていて本音の

ところで更地というのが、非常にすり込まれ過ぎ

て、それ以外に残す方法があれば、甑島館が残れ

ば、今の経営者じゃなくてもいいんだと。 

 １億円を認めてほしいということが優先じゃな

くて、あくまでも甑島館を残す方法、最後に、夜

の意見の中で、ほかの残す方法はないのかという

ような問い合わせもあったんですが、この甑島館

を残していくということ自体は反対しないんです

けれども、今のアイ・ビー・キャピタル社じゃな

い方法ということで、実は聞いたときに、甑島の

人たちは一部の人たちが勘違いされていたのが、

非常に契約が終わると更地になるんだと、その強

迫感があって、残してほしいという意見になった

ということを聞きました。 

 そこら辺に残す方法、アイ・ビー・キャピタル

さんから何らかの申し入れがあったときに、それ

にかわる経営のあり方、甑島館を残してというこ

とは考えられなかったんですか。 

○商工観光部長（古川英利）今回の改修も含め

て休館の申し出がありました。期間がなくての休

館ということであれば契約の解除になります。そ

のことは先方も十分認識されておりまして、私ど
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もとアイ・ビー・キャピタル社と最初で合意して

いるのは契約の中で更地で返していただくという

のが基本になっておりますので、それ以外の方法

につきましては、向こうがはっきりと意向を出さ

れてからの協議といいますか、ある種、裁判的な

話になるかもしれませんけれども、全く今、見え

てない状況です。 

 私どもとしては、今回の議案を提案するときに、

そこら辺のリスクも十分踏まえながら、最初の契

約どおりでやっぱり進めざるを得ない、進めなけ

ればならないということで提案させていただきま

した。 

○議員（成川幸太郎）もう一つ、非常にまだ疑

問が払拭されないんですけれども、更地にする費

用は、前回の委員会で４億９,０００万円ぐらいか

かると言われた。それは更地にするということは、

相手にとっては、もう物を何も生まないお金だと

いう捨てるお金になると思うんですけれども、そ

れぐらいの金は十分持っていると言われるところ

が、たかだか１億５,０００万円の投資資金を今す

ぐ用意できないのか、支援を要請されるという根

拠がどうも違和感を覚えてならないんですが、そ

れはなかったですか。 

○商工観光部長（古川英利）ここにアイ・ビ

ー・キャピタル社の社長が来られたときも、何度

も皆さん、委員の方も同じような質問をされまし

た。 

 財力は十分あるということで私どもも確認して

いるんですけれども、そこら辺がやはり経営の責

任感という言葉と、地域に対する要望というのは

切り分けられて要望されていますので、そこは別

物だというふうに、お金が足りないので補助金を

申請したという形ではないというふうに我々は理

解しているところです。 

○議員（橋口 芳）私は公務員時代に、上から

言われたことを満遍なくやっておけばいいという

間違った考えがあったもんですから、結局責任と

してやめたんですけど、実際言うと、この建物に

１億円出すということの目的、それとホテルの前

途、ホテルをこのままにしとっていいのか悪いの

か。それから、契約が１０年後、３０年後という

ことですけど、将来像として１０年後、３０年後

に当局としてはどのような考え方をされているの

か。まだ補助金を出すつもりでいるのか、それと

も潰すつもりでいるのか。 

 だからそういうところがやっぱりしっかりしな

いと、責任が皆さん方はもう退職していなくなる

んですよ。我々もいつまでも議員になっているわ

けじゃないわけですよね。それを将来の人たちに

いい状態で残すのが我々の仕事だと思うんです。

マイナス面じゃなくてプラスで残すのが仕事だと

思うんですよ。 

 そういうのを考えたとき、先ほど言ったように

目的、それから残したところでのメリット・デメ

リット、それと１０年後、３０年後、どのような

将来像を描いておられるのか、これを教えていた

だきたいと思うんですが。 

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫）目的の

部分につきましては、これまで補助金の目的につ

いてお示ししたところでありますが、そういう部

分では、甑島地域にとって観光振興の展開に重要

である観光・宿泊施設の利便性の向上及び老朽化

対策等の施設整備を行う費用の一部ということで、

まず趣旨を御説明しております。 

 要件的には三つほど、説明しておりますのでも

う申し上げませんが、いずれにしましても、そう

いうこれまで、今度の制度につきましては、旅行

客あるいはツアーを主催する側からの質であった

り量であったりの部分の向上を何とかしていただ

けないかという御意見もあって、今回、制度を先

繰りする形で制度を設けたというふうにしており

ます。 

 今後については、議案を通していただいた後に

なりますが、施設の改修に入っていただけたら、

当然そこらあたりの御視察いただいた内容の部分

について改修がなされて、施設側のお客様に対す

る利便性であったり、そういう向上に必ずつなが

るというふうに思っております。 

○商工観光部長（古川英利）今後３０年後に向

けて、今回の補助金がどんなメリットがあるか、

デメリットがあるかというようなことだと思うん

ですけれども、私どもといたしましては、この議

案第１３２号で甑島館以外の宿泊施設のレベルも

上がれば、甑島に来るお客様の環境というのが整

うんじゃないかと思っております。 

 メリットとしましては、その受け入れ環境の充

実ということがあるんですが、もう一つ、地域が

やっぱり一体となって、それを迎え入れて、今回

のいろんな御議論を乗り越えて、若い人たちが育

つというようなことも期待しているところです。 
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 デメリットといいますか課題につきましては、

御指摘も先ほどからいただいているとおり、地域

での連携、雇用に対する連携、それから取引の問

題、そういったものを具体的にどう克服して、持

続可能な形になるかというのは、これは課題とし

て、やはり地元が共有して乗り越えなければなら

ないというのがあります。 

 あと、一番大きい課題は、これだけ環境を整備

しても、お客さんが来るか来ないかというのは、

もう全く別問題ですので、島を挙げてお客様を呼

び込むような、やっぱりプロモーションをどう立

て直していくかというようなことが大きな課題か

というふうには考えているところです。 

○議員（橋口 芳）ツアー客の向上、いわゆる

団体客のことを主に考えておられると思うんです

けど、年間、団体客はどれぐらい来るのか。それ

がどのような利点があるのか。利点というか利益

があるのか。そういうのを、はっきりわかってい

るんだったら教えていただきたいと思うんですけ

ど。 

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）

市のほうで捉えている誘致ツアー数は平成２８年

度に２７５件、２,０２７人。これは全体の甑島に

かかわらずの市の部分なんですけれども、ほぼ９

５％ほどは甑島に関するツアーになっております

ので、この２,０２７人、２,０００人程度が甑島

にツアー客として訪れているという、ツアー客と

してはそういう実績になっております。 

○商工観光部長（古川英利）あと、議員がおっ

しゃっているのは経済波及効果のことを多分言わ

れているかと思うんですが、地元取引がない中で

は、なかなか数字としては押さえられない。民間

の事業活動ですので、私どものほうに全部申告は

してもらえてないんですが、甑島館だけでも１億

円の売り上げがあって、人件費等を含めてホテル

の運営原価というところを見れば５,０００万円以

上は地域にお金が落ちているんじゃないかという

ふうに思っております。 

 宿泊業全体でいえば、もう少しあるんじゃない

かと思いますが、残念ながら経済波及効果のほう

の計算というのが、ほかの機会でもいろいろ御質

問もいただいているんですが、なかなか状況を把

握できない統計でありますので、きっちりとした

数字は言えないんですけれども、いずれにしても

今の甑島経済の中での観光の割合というのは、だ

んだんと大きくなっているというふうな認識はし

てるところです。 

○議員（宮里兼実）いろいろ議論されているよ

うでございますけれども、やはり島の人は残して

ほしい、残してほしいという意見、要望があるの

は当然だと思いますけれども、今までもう私が

前々から何回も言うんですけれども、本当なら島

の方々が協同で組合でもつくって甑島館をされた

ほうが一番ベターだと。 

 それができない。しかし民間が入ることによっ

て、もう譲渡したわけだから我々が余り口出すこ

ともしないほうがいいんじゃないか。企業は企業

のやり方があるわけですから、やはり引き受けた

以上は１０年間は続けていかないかんということ

が前提ですから、企業のやり方で企業努力をして

いろんなＰＲもされたり、そういうことをされる

と思いますから、島の人はちょっと機嫌が悪いか

もしれないけれど、島の方々にとっても刺激にな

るんじゃないかと。やはりそういう民間が来て、

民間のやり方というのがあるわけですから、それ

を見ていく。 

 その例が川内高城温泉がその一番、例になるん

じゃないかなと。もう今はさびれましたけれども、

マル善というホテルが来て、あれだけ一生懸命頑

張ってこられましたけれども、もう社長が亡くな

って、ちょっといつかいつかというような状態で

すが。 

 そういった形で、島にとっても今まで島の人の

やり方であったから伸び悩んでおったと。これに

そういう民間企業が入ってきて潤いを与えるよう

な仕事を、営業をしてもらえれば、島にとっても

大いにプラスになるんじゃないかな。 

 しかし、これも１０年契約ですけれども、１０

年、３０年もつかもたないかわからないけれども、

今回までで補助は二度と「また補助をください」

というようなことがないように、もう余りタッチ

しないという、企業にお任せ、責任をとって仕事

をしてくださいとされたほうが、私は一番いいん

じゃないかなと、余り口を出すなと、企業のやり

方で行ってくださいと、もうその方が一番ベター

だと思います。 

○議員（井上勝博）前回の委員会にも出席して

よくわからなかったのは、契約に二つの契約があ

って、建物と土地があって、建物の場合は原状回

復して返さなきゃいけない。土地は更地にして返
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さなきゃいけない。しかし原則は更地にして返さ

なきゃいけないというふうにいって、その理由は

弁護士がそういうふうに言っているという話のよ

うに私は受けとめたんですね。 

 しかし、考え方としては、１０年間は宿泊施設

ですから、宿泊施設としてやっていて、そこでう

まくいかないと、このまま続けられないという場

合は現状で回復しなさいということで進めている

と。 

 しかし、老朽化するわけですから１０年以降は

その建物を壊してまた新しいものをつくるときに、

それを宿泊施設じゃなくて、例えば飲食関係のレ

ストランだけにするという場合は困るから、土地

にはそういう飲食施設をつくることにはなりませ

んよ。もしつくったら更地にして返してください

よという、そういう意味で契約が二つにつくられ

たんだというふうに思うんですよね。 

 だから、何で原状回復して返すということを当

局はそれを原則としないのかというのが、よくわ

からないんですよ。やっぱりきちっと弁護士が言

っているからじゃなくて、当局の法的な根拠とい

うのを示していただきたい。 

 それから、基本的には返してもらうと。島の人

たちもどうしても必要だという施設なんだから、

本当は自治体のやる仕事として、本当に観光業と

いうのが主体になっていいのかという、私はそう

いう疑問もあるわけですけれども、しかし、どう

してもこれが必要なんだと、島の人たちがそこで

豊かな暮らしをする上でも、最適な暮らしをして

いく上でも必要なんだということであれば、これ

はもう福祉施設として直営という形でそこにお金

を投入しても、これはもう仕方がないことだとい

うふうにすればいいことなのであって、なぜ直営

にしないのかということも質問したいと思うんで

すけど。 

○商工観光部長（古川英利）１点目の件につい

ては、先ほどもちょっと補足で説明させてもらっ

たとおり、基本的には宿泊業を続けてください。

１０年たったから飲食業だけにしてくださいとい

うのは考えておりません。宿泊が続くのが前提で

す。 

 あくまで今回のこの契約書に基づいて、３０年

間土地を貸します。地域振興のために宿泊業を中

心に頑張ってくださいという内容になっておりま

すので、それが弁護士が理由にはなっておりませ

んで、これは市としての契約者としての意向でご

ざいます。 

 この中身がおかしいのかどうかというチェック

は弁護士さんとは相談しましたけれども、一応、

大丈夫だろうということでコメントいただいてい

る。あくまで市が契約しておりますので、弁護士

が根拠にはなっておりません。 

 ２点目は、やはり直営については考えておりま

せん。何でかというと、そもそも、もともと直営

でやっていました。第三セクターでもやっていま

した。指定管理者でもやっていたんですが、これ

がもう、うまくいかずにどうしようもないので民

間譲渡先を探した状態で、市が直営で毎年大体４,

０００万円ぐらいずつ試算で払うような形で運営

するのは難しいであろうというような認識でおり

ますので、民間にしていただくというのが最後の

チャンスだということで、現在こういう形に譲渡

して運営をお願いしている状況がありますので、

今後これを直営に戻してというのは、契約上でも

ちょっとあり得ませんし、これが返ってきたとし

ても、なかなか運営は厳しいんじゃないかという

認識でいるところです。 

○議員（井上勝博）ますますやっぱり矛盾にな

ると思うんですよね。だから契約者としての意向

であると。じゃあ契約者の意向として、こっち側

の立場が、つまりちゃんと回復して返しなさいよ

という立場にこちらが立てばいいことですよね、

そういうことでいえば。こちらがそういう意図で

やっているわけだから。 

 あくまでも当局のほうで原則として、この土地

のほうの契約を優先しているということになるわ

けであって、別にこちらが返してくださいという

ことであるならば、それはそれで別に問題はない

わけじゃないですか。それが一つです。 

 それから、やっぱりそもそもそういう直営です

ると赤字が出てきてコストがかかって、市として

もそれだけそれ以上のお金を出せませんよと、だ

から民間に任せているんですよというふうに言わ

れるわけですけれども、そしたらもともと市が、

やっぱりそういう施設を島民の人たちにも話さな

きゃいけないですよ。 

 その部分を、税金をそこに投入することによっ

て、結局は、福祉とかそういうお金が削られるわ

けじゃないですか。だから島民の人たちには、市

の仕事としては観光業が主ではなく福祉の増進な
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んだと。だからそこをちゃんと納得してもらうと

いうふうにしなければ、やっぱりおかしい話にな

りますよ。 

 やっぱりほかの施設もみんなそうだと思います

よ。鷹の巣冷泉だって、みんなこの施設は必要で

すかと言えば必要だって言うんですよ。だけどお

金がない。それ以上投資できないということでみ

んな諦めるわけじゃないですか。そういうことで

は全くけじめがつかない。モラルハザードだとい

うふうに思うわけですね、どうでしょうか。 

○商工観光部長（古川英利）２点ありまして、

１点目につきましては、建物の原状回復について

は、今、アイ・ビー・キャピタル社が市の補助金

も入っていますが、自己負担も含めても改修をか

なりされているところですので、それをもう、も

とのとおりにするというのは非常に厳しい。もと

に戻さなくても、その負担についても向こうが手

出しした分は逆に求められる可能性があるので、

原状回復としては難しいというふうに考えており

ます。 

 ２点目につきましては、やはり地域経済への波

及効果、地域の人が暮らしというか仕事をしてい

く中で、甑島館を初めとする宿泊施設の占める大

事さというのは、かなり本土とは違うというふう

に考えております。 

 現実、今回、台風接近でキャンセルになっても

かなりの地域経済にも影響があったということで、

お声としては聞いておりますので、ちょっとそこ

ら辺は鷹の巣冷泉とは状況が違うんじゃないかと

いうふうに考えているところです。 

○議員（松澤 力）済みません、１点だけ質問

させていただきます。 

 私も甑島に伺って、今回の補助金のこの１億円

というのは、単にアイ・ビー・キャピタルさんへ

の補助金ということだけじゃなくて、皆さんの思

いとしては、この甑島の観光ということを振興し

ていきたいという島の方の思いも相当入ってのこ

とになっていくんじゃないかなと思うんですけど、

今後、可決されるかどうかはこれからなんですけ

れども、仮にアイ・ビー・キャピタルさんが今後

運営をしていくに当たって、島民の方も協力しな

いといけないんですけれども、今のアイ・ビー・

キャピタルさんの状態のままでは、本当に経営が

うまくいくのかというのは、まだ不透明なところ

もあるかと思っていまして、それは先ほどもちょ

っとお話があったとおり、社長の決裁がないと１

カ月間、漁業とか農産品を取り入れるかどうかと

いう判断も現場ではすぐできないというところが

あって、そういったところの今後の会社の体制と

いうか、島の方との円滑に連携ができるような権

限を、やはり現場の支配人とか現場のホテルの方

にしっかり持ってもらって、そこでしっかり判断

できるような会社の体制にして、円滑に島の方と

連携できるような改善をしてもらわなければ、長

くいいホテル経営ができないんじゃないかなとい

うふうには思っておりますので、そのあたりの今

回、税金が投入されるのであれば、アイ・ビー・

キャピタルさんもやっぱりそれなりに体制という

ものをしっかり考えてもらうということも必要か

なと思うんですけど、そういったところの要望と

か改善というのが可能なのかどうかというところ

をお伺いできたらと思います。 

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫）今回の

地域での意見交換の後にも、先ほど部長のほうが

説明をしましたけれども、会社としても、まず組

織体制を図るということで、職員の体制をきちっ

とつくるということで聞いております。 

 それと、御承知のとおり支配人が実は前回の説

明会までだったということでありますが、そうい

う方をきちっと配置をやって進めていくというふ

うに聞いております。 

 いずれにしても地域との連携の部分につきまし

ては、やはり地域にいらっしゃる方が一番いいん

ではないかということで、そういうことの適切な

方がいらっしゃらないかという情報の提供をお願

いしたいということで、今、実は社のほうからお

願いされております。 

 先ほど御紹介がありました地域の若手の経営者

の方々の勉強会であったりということも参画する

ということで、ぜひお声かけもしてほしいと。そ

れにもぜひ出ていきますということもありまして、

そういうことで徐々にそういう部分の体制づくり

を含めて、地域とのかかわりが進められていると

いうふうに思っておりますので、少しずつであり

ますが、そういう部分も改善されているというふ

うに思っております。 

 当然、求められている部分については、要望で

あったり要求については、社でも考えられる部分

も当然ありますし、先ほどもちょっと御意見があ

りましたように、社としてのビジネスの部分も確
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かにありますので、そこは社のほうでよくお考え

いただいてというふうに考えております。 

○議員（持原秀行）１点だけ教えてください。 

 公有財産譲与の契約書の中で、１０年間は指定

用途に供さなければならないということで、平成

２７年１０月からずっと営業されております。今

回９月２１日から半年間ぐらい休館をされてとい

うことで、この間やってから２年半ですよね。 

 ということは、もし来年、営業されてもあと７

年半ですよね。７年半営業された後、もう契約の

１０年が切れるのでということで、もし撤退され

るというようなことになった場合に、今まで合併

してから、市としてはずっと甑島の観光に物すご

い力を入れてきましたよね。そういうので、甑島

の観光振興については、本土以上に力を入れてこ

られたという実績があるわけですよ。 

 そういう意味で、地域経済の波及効果とかいろ

いろ言われておりますけれども、私が心配するの

は、もしこの指定期間の１０年後、ここの甑島館

は大事だということは、みんな一致するところな

んですが、このアイ・ビー・キャピタル社が１０

年後に、もうあと７年半後、営業されてから来年

４月ごろからすれば、その後はどのように甑島の

観光を行政としては考えておられるのか、この１

点を教えてください。 

 もし甑島館がこの１０年後に、例えばもうあと

７年半ですよ。７年半後にもし今の受けたところ

が契約を終了して閉めますよとなってきたときに、

また同じような今の論議になりますよ。 

 ですから、市としては、この甑島観光振興のた

めにどのような計画をなされているのか、その１

点だけ教えてください。 

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫）具体の

部分については市の計画なり、そういう部分には

あるわけですが、今後ここ数年については、一緒

になって当然やって、先ほどありましたように、

やはり休館というダメージがあるというのは、こ

れは事実だと思いますので、その部分について一

緒になってやっていかんなんと思っております。 

 当然、甑島館だけじゃなくて、今後、架橋の完

成が間近に迫っておりますので、そういう部分に

甑一体になったような取り組みというのを、今後、

観光の中では生かしていくわけだというふうに思

っております。 

○議員（持原秀行）具体的に教えてくださいよ。

要は、甑島館をメーンとしてなくなった場合に、

ただいま上甑から下甑までいろんな民宿とかいろ

いろありますよ。そこのところの振興とか、きち

っと、例えば新しく建設していただけるのかどう

かという、そういうところまでしっかりと議論し

ていかないと、甑島館のカバーはできないじゃな

いですか。もし撤退したときに、それで甑島観光

を十分にこうして栄えさせていけるという自信が

おありですか。 

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫）甑島館

そのものの撤退というのは、今のところこういう

ことで御提案もさせていただいておりますが、考

えておりませんので、継続されるものとしてのこ

とになるかと思いますが、今回の話の中でも制度

設計を今やっているところでありますが、そうい

うことで旅館の方々にお話を聞くと、この際、ぜ

ひ自分のところでもやりたいということを、今回

新たにお考えになっているというのもわかった部

分もございました。 

 それと、中小の部分でも今ある制度の活用につ

いて問い合わせも来ておりますので、それも小規

模の改修ということになるわけですが、それでも

いいのでやっぱり我々もやろうという声が入って

きておりますので、そういう部分では、宿泊施設

については今の制度の活用をしていただきながら、

そういう基盤づくりもしていただきたいというふ

うに思っております。 

○商工観光部長（古川英利）関連なんですが、

私どもとしては観光だけではなくて経済という部

分で捉えますと、８月の頭に市長が行った時のテ

ーマは、甑島経済という切り口から観光の話をさ

せてもらいました。 

 水産業が減って今から伸びる要素というのは当

面、観光しかないんじゃないかということで、今、

市長は藺牟田瀬戸架橋までは甑島に力を入れてや

っていって道筋をつくろうかという考え方でさせ

ていただいておりますが、一方で、甑島の隔離さ

れたというか、島嶼部としての経済圏というのは、

なかなか本土のようにいかないので、人口も減っ

ていますし担い手も減っているという現状があり

ます。 

 これをどうやって逆に伸ばしていくか、あるい

は維持していくかという話が今の御指摘だと思う

んですが、お約束はできなんですけれども、今の

ところは観光がちょっといい感じで伸びてきてい
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るので、伸ばせるところをとにかく伸ばしていこ

うかという考え方でいるところです。 

 甑島館がなくなったときの代替措置というのは

想定はしておりませんが、ただ言えることは今の

民宿で甑島をカバーできるという状態では、現時

点ではないということは認識しておりまして、こ

のような提案をさせていただいているところです。 

○議員（上野一誠）これは私の総括的な考え方

になるんですけど、一応、無償譲渡をしたところ

に１億円の支援というものが適当なのか否か、当

局が検討されて議会に提案された。最終的には議

会の判断になるんですが、我々もこうやって本当

に約２年間のアイ・ビー・キャピタル社が営業し

てきたその実績、そのことが地域とどのようなか

かわりの中で運営をされてきたのか。そして地域

がその中でどのような協力があったのか。それか

ら、今の施設が老朽化しているということからす

ると、その老朽化の状況というものがどういう形

であったのか。そしてあわせて、今後これをやる

とすれば地域力、あるいは企業努力をどうされて

いかれるのか。そういうことが視点として、私は

捉えて甑島にも行ってまいりました。 

 そうすると、あの施設を見たときに、お互い無

償譲渡をやるときに、それなりの施設を確認し合

ったはずなんですね。だから実際やってみると、

キャピタル側から見ると、まさかこういう状態で

あるということは雨漏りが２年で起きたような状

態じゃないですよ。はっきり言って私らが見るに

当たっては、自然に、もうそういう状況に陥って

たんじゃないかということを感じるような、やっ

ぱり老朽化した部分が、ただ多くあるように私は

感じました。 

 したがって、アイ・ビー・キャピタルの社長が

いざスタートをしてみると、これは思った以上、

老朽化が進んで直さないかんところがただ多くあ

ると。ここで説明をされたときもそういう意図を

しっかりと言われたというふうに私は感じました。 

 したがって、もっとやはり無償譲渡をやるに当

たっては、当局がそれなりのセットした形で、あ

るいは前の指定管理の中でそういう形が整ってい

るとするならば、もっとこういう議題にはならん

かったのかなということを私は感じます。 

 だから、そういう意味では、当局にもキャピタ

ルにも、それなりの課題を持っての契約に至って

いるというふうに思っています。 

 その中で、地区コミュニティ協議会の関係の人

たちは大方そこに来ている何十人かの方々は、強

い意向でその必要性を強く訴えられました。そし

て、夜の部分、産業部分については、やはり経営

に対する不満というものを、ただ多く言われた意

見が多かったと思うんです。 

 地元に対して物資の納入なんかも全くこういう

状態でお願いしても、それを受け入れない。ある

いはもっと地域の連携がない。それから自分の奥

方がこういう形でやっても、なかなかいい形で雇

用ができてない。そういう不満をただ多く言われ

たことも事実です。しかし総体として、あの甑島

館は残してくれというのは事実だったと思うんで

すね。 

 とするならば、今後やっぱりこの大きな要点は、

視点は、企業側が今後どういう経営能力をもって、

経営努力をもってやっていくかということに尽き

ると思うんですよ。 

 そうすると、地元が甑島館を必要とはするけれ

ども、この問題は今後、率直に言って、地元の協

力なしには運営はできませんよ、したがって、そ

ういう企業側がどういう形で地元との連携を図っ

ていくか、あるいは地元が本当にそうやりゃ我々

も協力していくわというムードをつくり上げてい

けるかということは、やっぱり企業側の努力とい

うものが大変問われてくるということを強く感じ

ると思うんです。 

 したがって、もう無償譲渡した後の問題をこの

場で議論しようとは思わんけれども、社長がせめ

てこのくらいは見てもいいんではないかという指

針があったようにも感じるんだけど、ですから、

あとは本当に当局が一緒に説明会に行かれて、意

見交換に行かれて意見を聞いていらっしゃるので、

企業側には、今、宮里議員が言われたんだけど、

やっぱり経営の中で本当にそういう地元に理解さ

れる協力を求めていかれるそういう努力は、しっ

かりと声を企業側に伝えないかんというふうに思

いますよね。 

 ですから、そういうことについて、どうお考え

か。あるいは体制づくりもこれから必要でしょう。

地域は地域として精いっぱいの努力はするかもし

れんけど、それに企業側が動いていかないと、地

域のそういう協力関係というのは生まれない。信

頼関係は生まれない。今は２年間ではそういうこ

とに至ってないので、それは大きなやっぱり求め
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られることだと思うんだけど、それをどう企業側

に伝えるか。どうですか。 

○商工観光部長（古川英利）本日に至るまでい

ろんな御意見とかを現場、それからこの委員会の

中でもいただいておりますので、今おっしゃった

ようなことを求めていきたいと思います。 

 もし地域の協力というのが経営能力の範疇であ

れば、そういうことだと思いますので、そこも含

めて求めていきたいですし、アイ・ビー・キャピ

タル社自体も、この前もここで委員会といいます

かこの場でお話しされましたが、ちょっと反省さ

れている部分もありますので、そこについては私

どもも遠慮なく先方にちゃんと伝えて、そして地

元の協力も求めながら進めていきたいと思います。 

 現場立ち会いをして施設も見てびっくりもされ

て、５回ぐらい立ち会って十分認識されていまし

た。それから、地元に入ってアンケートまでとっ

て、どんな施設が必要かというところまでとられ

て、カラオケとか焼き肉屋も整備されましたが、

地元の協力体制ということを、雇用も含めて、も

うこれが一番のとどめだったと思いますので、そ

ういうことがないようにということで、どんどん

先方には求めていきたいというふうに考えている

ところです。 

○議員（徳永武次）本当、きょうはすばらしい

意見がいっぱい出てるんですが、私は先日、社長

と意見交換のときにもお話ししたんですが、やっ

ぱり経営の姿勢といいますか、恐らく１年ちょっ

と営業されて、いろんな悪いところ、それから地

元ともうまくいかないところというものが、今こ

こで出てきているわけですけど、恐らくこれは私

の個人的な考え方ですけど、多角経営をいろいろ

されていますから、営業中も甑島になかなか足を

踏み入れられるということは少なかったんじゃな

かろうかと、こういう思いをしているところなん

です。 

 それはやっぱり民間であれば、やっぱりきちっ

とした右腕、左腕がおって、ちゃんとした経営が

伝わるような状況であれば、恐らく１カ月も待た

せて地元との取引云々ということは出てこないと

思うんですよね。 

 だからそういう面では、今後の、きょう可決し

てもらうかわかりませんけど、今後、仮に可決し

た場合は、社長はしっかりと経営がうまくいくよ

うに、地元とうまくいくように、やっぱり足を運

んでいただいて、そういうことは行政としてもし

っかりとやっぱり社長に伝えていただいて、一回

市役所に寄ってから甑島に行けと、これぐらいの

ことは言ってください。よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（下園政喜）意見ありますか。ありま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）意見は尽きたと認めます。 

 以上で、議案第１３２号平成２９年度薩摩川内

市一般会計補正予算について、質疑は終了いたし

ました。 

 それでは、これより討論、採決に入っていきま

すが、最初に本案を継続審査としたほうがよいと

いう方はいらっしゃいますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）それでは、継続審査の声

はありませんので、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）討論はないと認めます。 

 これより採決に入ります。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議あり」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）採決は起立により行いま

す。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに賛成する議員の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○委員長（下園政喜）起立多数であります。 

 よって、原案のとおり可決すべきものと決定し

ました。 

○委員（石野田 浩）附帯決議をつけていただ

きたいと思いまして、案を提案したいと思います。

よろしいですか。 

○委員長（下園政喜）はい。 

 ちょっと待ってください。附帯決議案を配りま

す。 

［附帯決議案配付］ 

────────────── 

△議案第１３２号平成２９年度薩摩川内市

一般会計補正予算に対する附帯決議 

○委員長（下園政喜） それでは、ただいま可

決すべきものと決定しました補正予算に対して、
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石野田委員から附帯決議を付することとしたいと

の動議が出されましたので、これを議題にします。 

 それでは、石野田委員に附帯決議案の趣旨説明

を求めます。 

○委員（石野田 浩）議案第１３２号平成２９

年度薩摩川内市一般会計補正予算のうち、本委員

会付託分に対する附帯決議（案）でございます。 

 本案は甑島地域宿泊施設整備支援事業として、

甑島地域の観光振興の展開に重要である宿泊施設

の利便性向上及び老朽化対策等の施設整備費用に

対し、１億円を上限とする補助金が計上されてい

るが、平成２７年５月に本市が民間事業者へ譲渡

し、本年９月２１日から改修等に伴って休館とな

っている甑島館が補助対象となっていることから、

次のことに留意されたい。 

 １、甑島館は甑島観光の宿泊の拠点であり、地

域住民も存続を切実に願っていることを踏まえ、

甑島館の譲渡先である株式会社アイ・ビー・キャ

ピタルにおいては、本市と締結した公有財産譲与

契約及び土地使用貸借契約を確実に履行して、甑

島館の経営を継続すること、また、地域とのコミ

ュニケーションを十分図るとともに、経営努力を

行いながら従業員の確保と地元事業者との取引を

拡大することを強く要請されたい。 

 なお、市においては、甑島館の運営状況につい

て、今後、定期的に報告するとともに、甑島地域

全体の雇用対策について、地区コミュニティ協議

会や各種団体等との連携を図りながら取り組まれ

たい。 

 ２、株式会社アイ・ビー・キャピタルに対し、

甑島館の譲渡時の改修に伴って約７,８００万円の

補助金を交付していること、また平成２６年９月

定例会において、甑島館を廃止する条例等を企画

経済委員会で審査した際、「譲渡後の修繕費等の

負担の明確化、継続雇用対策など、想定されるリ

スクを慎重に考慮して対処されたい」との附帯決

議を付していることも念頭に置きながら、今後は

厳正に対処されたい。 

 ３、甑島地域においては、今回、補助対象外と

なる宿泊施設の整備改善も可能となる補助制度の

拡充を検討されたい。 

○委員長（下園政喜）ただいまの附帯決議案に

ついて、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 これよりただいまの附帯決議案に対して討論、

採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 それでは、議案第１３２号平成２９年度薩摩川

内市一般会計補正予算に対して、お手元に配付し

た附帯決議を付することとし、文言等の軽微な修

正があった場合には、委員長に一任していただく

ことで御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）御異議なしと認めます。 

 よって、議案第１３２号平成２９年度薩摩川内

市一般会計補正予算に対して、お手元に配付の附

帯決議を付することに決定いたしました。 

 なお、ただいまの附帯決議については、委員長

報告に添付することとし、委員長報告の中で報告

することとします。 

────────────── 

△委員会報告書の取り扱い 

○委員長（下園政喜）以上で、日程の全てを終

わりましたが、委員会報告書の取りまとめについ

ては、委員長に一任していただくことに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）御異議なしと認めます。 

 よって、そのように取り扱います。 

────────────── 

△閉会中の委員派遣の取り扱い 

○委員長（下園政喜）次に、閉会中の委員派遣

の取り扱いについて、お諮りします。 

 現在のところ、１０月末の行政視察以外に閉会

中の視察は予定しておりませんが、今後、市内地

域等における現地視察が必要になった場合の委員

派遣の取り扱いは、委員長に一任していただきた

いと思います。 

 ついては、そのように取り扱うことに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）御異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定しました。 

────────────── 

△閉  会 

○委員長（下園政喜）以上で、企画経済委員会
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を閉会いたします。 
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